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新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮したスポーツ少年団活動について 

 

 

平素は本県スポーツ少年団諸事業にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルスの急速な蔓延を受けて 4月 7日に政府から「緊急事態宣言」が 7都

道府県に発出されました。三重県におきましても、4月 10日に【三重県新型コロナウイルス「感

染拡大阻止緊急宣言」】を宣言し、「オール三重」で新型コロナウイルスに関しての対策（別紙参

照）が示されました。 

 このことから、本県スポーツ少年団としましては、これらの状況のもと、具体的に下記の取り

扱いをお願いするところであります。 

 

 

 

記 

 

 ○団活動について 

新型コロナウイルス感染症対策のための【三重県新型コロナウイルス「感染拡大阻止緊急宣

言」】を受け、団活動は 5月 6日まで自粛をお願いします。 

 

○今後の状況について 

当面、団活動の自粛をお願いするところではありますが、状況は日々変化をしますので、上

記の内容が変わる場合は追って通知させていただきます。 

 

 

  

 

 
お 問 合 せ 先 

〒510-0261三重県鈴鹿市御薗町 1669番地 

三重県スポーツ少年団 

担当：杉嶋・東 

TEL：059-372-3880/FAX372-3881 

E-mail：k-sugishima@japan-sports.or.jp 




